
 

（別紙１） 

保育の必要性に関する申告書 
 

○保育の利用を必要とする理由  ※保育認定を申請する世帯のみ記入して下さい。 

事由 父   親 母   親 

就
労
・
就
学
の
場
合 

□就労 

□就学 

１．就労中 □常勤 □非常勤 □パート 

          □アルバイト □自営業 □単身赴任 

         □その他（     ） 

２．就労内定 （内定先：         ） 

３．育児休業中（予定含む） 

（  年  月  日   ～  年  月  日） 

※就労証明書・育児休業取得証明書を添付 

４．就学中 □職業訓練校 □大学・大学院 

         □高校    □専門学校等 

就学時間：  時  分 ～  時  分 

※通学証明書等を添付 

□就労 

□就学 

１．就労中 □常勤 □非常勤 □パート 

          □アルバイト □自営業 □単身赴任 

□その他（     ） 

２．就労内定 （内定先：         ） 

３．育児休業中（予定含む） 

（  年  月  日   ～  年  月  日） 

※就労証明書・育児休業取得証明書を添付 

４．就学中 □職業訓練校 □大学・大学院 

         □高校    □専門学校等 

就学時間：  時  分 ～  時  分 

※通学証明書等を添付 

通勤時間 

通学時間 

（片道）  

 自宅から     時間   分 

通勤時間 

通学時間 

（片道）  

 自宅から     時間   分 

就
労
・
就
学
以
外
の
場
合 

□妊娠 

・出産 

 □妊娠 

・出産 

出産予定日  平成  年  月  日 

（切迫流産等による要安静期間：   ～   ） 

※母子手帳等の写しを添付 

□疾病 

□障害 

□入院 □通院  （病名          ） 

 治療見込み期間  （      ～      ） 

※医師の診断書を添付 

□疾病 

□障害 

□入院 □通院 （病名          ） 

 治療見込み期間  （      ～      ） 

※医師の診断書を添付 

手帳（  級）・療育手帳（ A・B 判定 ） 

※手帳等の写しを添付 

 手帳（  級）・療育手帳（ A・B 判定 ） 

※手帳等の写しを添付 

□介護 

□看護 

要介護・看護者氏名（        ） 

□入院  □通院  □自宅療養 

※医師の診断書・介護認証等を添付 

□介護 

□看護 

要介護・看護者氏名（        ） 

□入院  □通院  □自宅療養 

※医師の診断書・介護認証等を添付 

□求職 求職活動中である □求職 求職活動中である 

□災害 災害復旧に常時あたっている 

※罹災証明書等を添付 

□災害 災害復旧に常時あたっている 

※罹災証明書等を添付 

□不在 父がいない     年  月  日から 

死亡・離婚・未婚・失踪・拘禁・別居 

その他（             ） 

□不在 母がいない     年  月  日から 

死亡・離婚・未婚・失踪・拘禁・別居 

その他（             ） 

祖父母の状況について 

 氏  名 
年
齢 

住  所 
住居 
区分 

職 業 
昼間の 
保  育 

備 考 

母 
方 

祖 父    同・別  可・不可  

祖 母    同・別  可・不可  

父
方 

祖 父    同・別  可・不可  

祖 母    同・別  可・不可  



 

 

記 入 上 の 注 意 

 

「保育の利用を必要とする理由」については、支給認定申請書兼保育所等利用申込書（２，３号認定用）を提

出される世帯のみ記入して下さい。（各世帯で１枚） 

 

・父親、母親ともに該当する事由（複数該当する場合はすべて）にチェック（）をつけ、それぞれ内容につい

て記入のうえ、必要に応じて書類を添付してください。 

 

保 育 の 必 要 性 の 認 定 基 準 

保育の必要性の認定を受ける場合は、両親いずれも（両親と別居している場合には児童の面倒をみている者）

が次のいずれかの事由に該当する場合です。 

（１）就 労 ：（家庭外労働）児童の保護者が家庭の外で仕事を月に 48時間以上していること。 

          （家庭内労働）児童の保護者が家庭で日常の家事以外の仕事を月に 48 時間以上している

こと。 

（２）妊娠・出産：児童の保護者が出産の前後であるため、児童の保育が必要となること 

（３）疾病・障害：児童の保護者が病気、負傷、心身に障害を有しているため、児童の保育が必要となること 

（４）介護・看護：児童の家庭に介護が必要な高齢者や長期にわたる病人、心身に障害を有している人、小児

慢性疾患に伴う看護が必要な兄弟姉妹がおり、保護者が常時その介護・看護にあたってい

るため、その児童の保育が必要となること 

（５）災 害 ：火災や風水害、地震などの不幸があり、その家庭を失ったり、破損したりしたため、その

復旧の間、児童の保育が必要となること 

（６）求職活動： 児童の保護者が求職活動（起業準備含む）を行っているため、児童の保育が必要となるこ

と 

（７）就 学 等 ：児童の保護者が就学（職業訓練を含む）のため、児童の保育が必要となること 

（８）育児休業： 児童の保護者が育児休業を取得する以前に、既に保育所等を利用している児童がおり、継

続入所が望ましいこと 

（９）そ の 他 ：上記に類する状態であると市長が判断したもの 

 

（留意事項） 

支給認定（保育の必要性の認定）及び施設（事業者）への入所については、 

  

 

 

 

 

がありますので、あらかじめご承知下さい。 

 

 

・保育の必要性の認定基準に該当しないため、希望する認定が受けられない場合 

・希望者が多数いるため希望する施設に入所できない場合 

・保育の支給認定基準の該当事由により利用期間の希望に添えない場合 


